
平成２８年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １８ 府 省 庁 名  経済産業省        

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
海外投資等損失準備金の延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

海外で行う資源の探鉱・開発事業に対する投資について、投資を行った内国法人に一定割合※の準備金の積

立を認め、これを損金に算入することができる制度。 

※積立割合：探鉱事業･･･９０％、開発事業･･･３０％ 

 

 

・特例措置の内容 

平成２８年３月３１日で適用期限の到来する本制度について、適用期限の２年間の延長が認められた場合、

法人住民税法人割についても同様の効果を適用する。（租税特別措置法第５５条、同法第６８条の４３、同施

行令第３２条の２、同法施行令第３９条の７２、同施行規則第２１条、同法施行規則２２条の４５において

措置された場合、国税との自動連動を図る。） 

 

 

 

 

関係条文 

 

地方税法第２３条第１項第３号、同法第７２条の２３第１項、同法２９２条第１項第３号 

 

減収 

見込額 

［初年度］  －   （ ▲５００ ）  ［平年度］   －  （ ▲５００ ） 

［改正増減収額］                              （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

エネルギー・鉱物資源は、国民生活や産業基盤に様々な形で活用される重要な基礎物資であり、現代社会

では必要不可欠なものである。しかしながら、我が国においてはそのほとんどを海外からの輸入に依存して

おり、国際市況の不安定化、探鉱・開発地域の地理的条件の悪化、政治的不安定要因等、脆弱な供給構造を

抱えている現状にある。こうした脆弱性を克服するためには、長期にわたって海外からのエネルギー・鉱物

資源の安定的な供給を確保することが重要である。このため、税制措置を通じたリスクの軽減とキャッシュ

フローの改善を図ることにより、我が国企業による自主的な資源探鉱・開発を促進することが必要である。 

 

（２）施策の必要性 

エネルギー・鉱物資源の多くは、海外の特定地域に偏在しており、我が国においては、特定地域からの輸

入依存度が極めて高い状況にある。一方、探鉱・開発事業においては、探鉱段階から、開発段階を経て商業

化を実現するまで、長期のリードタイムを要するとともに、コストや技術面等において極めて高いリスクを

有する。近年、深部化、奥地化により探鉱・開発の技術的困難度が従来に増して高くなってきており、プロ

ジェクトの巨額化が急激に進む等、プロジェクトに係るリスクが拡大しつつある。さらに、資源国において

は、例えば、プロジェクトの途中で、資源開発に係る契約・制度を自国に有利な方向に変更するといった資

源の国家管理を強化する動きが大きくなりつつあり、政治経済的なリスクも急激に高まっている。 

石油・天然ガスについては、東日本大震災以降、火力発電の主要な燃料として需要が増加していることか

ら、安定的かつ安価な供給を確保するため、電力事業者が共同で新会社を設立し、上流事業に参画する等の

動きもあり、これらを含め、これまで以上に我が国企業による自主開発を促進することが必要である。 
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 金属鉱物については、アジア等の新興国の急速な経済成長により、中長期的に需給の逼迫が予想される。

また、中国によるレアアースの輸出制限に代表されるように資源国の政策により、資源自体の獲得が困難に

なりつつある。我が国は金属鉱物の供給のほとんどを海外に依存しているため、我が国の企業が自ら探鉱開

発を行い、海外鉱山の権益を獲得することは、金属鉱物の安定供給にとって極めて重要である。さらに、今

後は探鉱の対象地域がますます深部化、奥地化することが予想され、開発条件の悪化が予想されるため、リ

スクの軽減化、インセンティブの付与が必要とされる。 

エネルギー・鉱物資源の安定供給を実現するためには、資源供給国の多角化、資源調達コストの低減を図

るとともに、資源調達面における我が国の発言力を強化する効果も有している我が国企業による自主的な探

鉱・開発を積極的に推進することが重要である。このため、探鉱・開発事業に投資を行う者に損失に備えた

準備金の積立て及びその損金算入を認め、リスクの軽減及びキャッシュフローの改善を図ることにより、探

鉱・開発投資を促進する本制度の延長は必要不可欠である。 

なお、資源確保に向けた戦略的・総合的な取組の強化については、 

・「エネルギー基本計画」 

（平成２６年４月閣議決定、平成２２年６月閣議決定） 

・「日本再興戦略」 

（平成２７年６月改訂閣議決定、平成２６年６月改訂閣議決定、平成２５年６月閣議決定、） 

・「資源確保戦略」（平成２４年６月パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合報告） 

において謳われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本要望に 

対応する 

縮減案 
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合
理
性 

政策体系における

政策目的の位置付

け 

５．エネルギー・資源 

５－１ 資源・燃料 

 

政策の 

達成目標 

(1) 石油・天然ガス 

 我が国の国産を含む石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率を 2030 年までに４０％以

上に引き上げる。 

(2)金属鉱物 

 我が国の鉱物資源の安定供給を確保するため、自主開発鉱石の輸入を促進する（2030年ま

でにベースメタルは自給率８０％、レアメタルは自給率５０％）。 

 ウランについては、ウラン燃料の安定確保の観点から、ウラン鉱山の自主開発比率を高め

る。 

 

税負担軽減措置

等の適用又は延

長期間 

平成２８年４月１日～平成３０年３月３１日（２年間） 

同上の期間中の

達成目標 

我が国企業による探鉱・開発事業のための投資活動の促進を図ることにより自主開発比率

を引き上げる。 

政策目標の 

達成状況 

○自主開発比率の推移                       （単位：％） 

   22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

石油・天

然ガス 

自 主 開

発 比 率

(注1) 

23.5 22.6 22.1 23.3 24.7 

銅鉱石 
自給率 

（注2） 
52.5 54.2 56.3 58.7 集計中 

鉄鉱石 
自 主 開

発比率 
20.3 20.8 19.6 17.6 17.7 

ウラン 
自 主 開

発比率 
12.5 16.7 21.7 18.5 15.0 

(注1)自主開発比率 

     ＝（我が国企業の権益下にある原油・天然ガスの引取量＋国内生産量） 

÷（原油・天然ガスの輸入量＋国内生産量） 

自主開発比率については、平成 22年 6月のエネルギー基本計画における「自主開発比率」指標見直しに

ともない、原油（輸入分）に加え、原油（国産分）と天然ガス（輸入・国産分）を追加。 

(注2) 自給率は、基本的には、金属需要（地金製錬量）に占める、我が国企業の権益下にある輸入鉱石から得られ

る地金量に国内スクラップから得られるリサイクル地金等の量を加えたものの割合。鉱種により海外に我が

国企業の権益下にある製錬所がある場合についてはそうした供給源からの輸入地金等も含む。 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

(1) 石油・天然ガス 

 現在、探鉱・開発中の案件に加えて、東南アジア、北海等において新規の探鉱案件が開始

されており、石油・天然ガス探鉱・開発会社、電力、ガス会社等、探鉱開発プロジェクトへ

の投資に係る適用企業数は、今後、年度当たり１０件程度が見込まれる。 

 

(2)金属鉱物 

 中南米、アジア、アフリカ等において銅、亜鉛及びレアメタル等のプロジェクトへの探鉱

開発投資が行われる見込みであり、適用企業数は、年度当たり数件程度が見込まれる。 

 世界的にウラン資源の獲得競争が続く中、安定調達の観点から本邦企業では調達するウラ

ンの自主開発比率を引き上げる計画を立てており、本邦企業のウラン鉱山開発プロジェクト

への参画件数の増加が見込まれる。 
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要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

本措置により、探鉱・開発投資に対するリスクの軽減が図られ、キャッシュフロー改善効果
も得られる。その結果、我が国企業の探鉱・開発投資が促進されることにより、自主開発比率
の向上に繋がり、我が国へのエネルギー・鉱物資源の安定供給確保に寄与することとなる。 
 

（1）石油・天然ガス 
石油・天然ガスの自主開発比率は、平成 26年度には 24.7％と順調に伸びている。本税制を利

用して商業生産までに至ったプロジェクトからの石油・天然ガスの引取量は、我が国の自主開
発プロジェクトの概ね６割を占め、これらが自主開発比率の維持・向上に寄与しており、引き
続き、本税制による措置は有効であると考えられる。 
また、本税制を利用したプロジェクトとしてガラフ油田（イラク）の生産段階への移行等、

今後も本税制が自主開発比率の向上に寄与することが想定される。 
 
○自主開発プロジェクトに占める本税制利用プロジェクトの割合(引取量) 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 
5年間 
平均値 

68.6％ 68.6％ 65.0％ 60.7％ 59.8％ 64.5％ 
 

(2）金属鉱物 

本税制を活用したプロジェクトは自主開発プロジェクトの 8 割以上を占め、本税制の鉱山開

発に対する寄与は大きい。また、我が国の銅鉱石の自給率は平成 22年度 53％だったものが、平

成 25年度には 59％に上昇しており、本税制は有効であると考えられる。 

ウランについては、今後、本制度を活用したプロジェクトの生産開始が予定されており、ウ

ランの自主開発比率は上昇する見込みであることから、本税制の措置は有効であると考えられ

る。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

探鉱準備金又は海外探鉱準備金、新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除 

 

 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

(1)石油・天然ガス 
・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

海外探鉱等事業への出資 
(平成 27年度予算額：４８５億円) 

・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
海外の天然ガス資産買収、開発・液化出資 
(平成 27年度予算額：４１０億円) 

 
(2)金属鉱物 
・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

海外探鉱等事業への出融資 
(平成 27年度予算額：８８億円) 

・（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 
海外ウラン探鉱支援事業（補助金） 
(平成 27年度予算額：８億円) 

上記の予算上の

措置等と 

要望項目との関

係 

上記措置は、出資等によってリスクマネーを供給することを通じて資源開発案件等を直接的
に支援するものである。一方、本税制は、リスクが高く、かつ、巨額の資金を要する探鉱・開
発事業に投資を行う我が国企業に対して、事業失敗等による損失に備えた準備金の積立て及び
その損金算入を認め、リスクの軽減及びキャッシュフローの改善を図ることにより、我が国企
業による投資促進を図るものである。 

要望の措置の 

妥当性 

補助金等の予算措置は、申請から交付に至るまでの時間を要するとともに交付決定がなされ
るかどうか不確実で予見可能性が低い。一方、本税制は、税法上の要件を満たすことによって
利用できる制度であり、準備金の積立て及びその損金算入を認め、リスクの軽減及びキャッシ
ュフローの改善を図ることにより、我が国企業による投資促進を図るものであることから、企
業の探鉱・開発投資を誘導、促進させる制度として補助金等よりも中立で予見可能性があるこ
とから、政策手段として的確である。 
また、本税制は、リスクが高く、かつ、巨額の資金を要する探鉱・開発事業に投資を行う我

が国企業に対して投資活動の促進を図るものであり、我が国へのエネルギー・鉱物資源の安定
供給を図る上で必要不可欠な制度であることから、国民の納得できる措置となっている。 
自主開発比率を引き上げ、我が国へのエネルギー・鉱物資源の安定供給を確保するためには、

引き続き、探鉱・開発投資を促進する必要があり、本税制を存置する必要がある。 
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税負担軽減措置等の 

適用実績 

○適用金額（準備金積立額） 
（単位：億円） 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 
４４６ ３８４ １７６ １１３ ２２３ 

(注) 平成23、24、25年度については、「租税特別措置の適用実態調査」（財務省）の金額による。平成22、26年度

については、申請企業に対するアンケート調査結果により把握した金額。 

 
○適用企業数 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 
11社 14社 10社 12社 7社 

(注１)平成23～25年度については、「租税特別措置の適用実態調査」（財務省）の数値による。平成22、26年度につい

ては、申請企業に対するアンケート調査結果により把握した数値。 

(注２) 適用企業の動向については、資源価格の動向やプロジェクトの進捗状況による投資計画の見直し、大型プロジ

ェクトの生産段階への移行等の影響により変動する場合があり得る。 
 
○探鉱開発プロジェクトへの投資に係る認定件数 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 
44件 44件 45件 32件 31件 

(注)経済産業省による認定実績値。同一申請者の複数利用を含む。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

道府県民税 ：144,412千円 

事業税 ：－（適用対象外） 

市町村民税 ：355,253千円 

地方法人特別税 ：－（適用対象外） 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

(1)石油・天然ガス 
石油・天然ガスの自主開発比率は、平成 26 年度には 24.7％と順調に伸びている。本税制を

利用して商業生産までに至ったプロジェクトからの石油・天然ガスの引取量は、我が国の自主
開発プロジェクトの概ね６割を占め、これらが自主開発比率の維持・向上に寄与しており、引
き続き、本税制による措置は有効であると考えられる。 
また、本税制を利用したプロジェクトとしてガラフ油田（イラク）の生産段階への移行等、

今後も本税制が自主開発比率の向上に寄与することが想定される。 
 
○自主開発プロジェクトに占める当該税制利用プロジェクトの割合(引取量) 

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 
5年間 
平均値 

68.6％ 68.6％ 65.0％ 60.7％ 59.8％ 64.5％ 
 

(2)金属鉱物 
非鉄金属は、本税制を活用したプロジェクトは自主開発プロジェクトの 8割以上を占め、自

給率は平成 22年度 53％だったものが、平成 25年度には 59％に上昇している。 
  鉄鉱石は、平成 19年以降、自主開発権益比率は概ね 20％前後で推移している。ナミザ社（ブ
ラジル）は今後より競争力の高い鉱山との統合が平成 26年 12月に合意されており、同鉱山に
おける保有権益数量の増加が見込まれ、これにより自主開発比率はさらに上昇する効果が見込
まれる。 
ウランは、自主開発権益比率は一時的に低下しているものの、今後、本税制の認定を受けた

プロジェクトの生産開始が予定されており、自主開発比率の更なる上昇が見込まれる。 

 

前回要望時の 

達成目標 

探鉱・開発事業のための投資活動を活発化させることによって、我が国企業による開発の促
進を図り、自主開発比率を引き上げる。 
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前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

○自主開発比率の推移（再掲）              
（単位：％） 

   22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

石油・天

然ガス 

自 主 開

発 比 率

(注1) 

23.5 22.6 22.1 23.3 24.7 

銅鉱石 
自給率 

（注2） 
52.5 54.2 56.3 58.7 集計中 

鉄鉱石 
自 主 開

発比率 
20.3 20.8 19.6 17.6 17.7 

ウラン 
自 主 開

発比率 
12.5 16.7 21.7 18.5 15.0 

(注1)自主開発比率 

     ＝（我が国企業の権益下にある原油・天然ガスの引取量＋国内生産量） 

÷（原油・天然ガスの輸入量＋国内生産量） 

自主開発比率については、平成 22 年 6 月のエネルギー基本計画における「自主開発比率」指標見直しにと

もない、原油（輸入分）に加え、原油（国産分）と天然ガス（輸入・国産分）を追加。 

(注2) 自給率は、基本的には、金属需要（地金製錬量）に占める、我が国企業の権益下にある輸入鉱石から得られる

地金量に国内スクラップから得られるリサイクル地金等の量を加えたものの割合。鉱種により海外に我が国企業

の権益下にある製錬所がある場合についてはそうした供給源からの輸入地金等も含む。 
 
資源開発は、初期探鉱から生産段階に至るまで最低でも１０年程度の期間を要する。また、

資源の輸入量は景気動向や資源価格の変動の影響を受ける。したがって、自主開発比率及び自
給率の推移は、このような事象を考慮する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これまでの要望経緯 

別紙参照。 
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（別紙） 

海外投資等損失準備金制度の推移（概要）                                                                                                                                      

年 度 改 正 等 備  考 

昭和３９年度 ・「海外投資損失準備金」の創設 対象業種：全業種 

対象地域：新開発地域 

積 立 率：５０％ 

株式保有割合 

      ：海外事業法人1/10 

       ：海外投資法人1/100 

昭和４５年度 ・「石油開発投資損失準備金」の新設 

 

 

対象資源：石油 

対象地域：限定なし 

積 立 率：探鉱に限り５０％ 

昭和４６年度 ・「海外投資損失準備金」の対象地域を新開発

地域以外にも拡大。 

 

・「石油開発投資損失準備金」を「資源開発投

資損失準備金」に改組 

 

 

 

積立率：１０％（新開発地域以外） 

 

 

対象資源：金属鉱物、原料炭、          

     可燃性天然ガス、木材を追加 

     （翌年ほたる石を追加） 

積立率：探鉱段階１００％に引き上げ 

     開発段階３０％を認める。 

長期融資を対象とする 

昭和４８年度 ・「海外投資損失準備金」と「資源開発投資準

備金」を統合し、「海外投資等損失準備金」と

なる。 

積立率：開発段階５０％に引き上げ。 

資源開発投資法人に対する株式譲渡の規定を設

ける。 

昭和５０年度 ・一般海外投資の準備金の改正 

     

・資源開発投資の改正 

 

準備金：新開発地域に限定 

 

国内で行う可燃性天然ガス事業を対象。 

資源開発事業法人として外国政府を追加等 

昭和５１年度 ・株式譲渡の規定廃止 

 

 

・積立率の改正 

資源開発投資法人に対する株式譲渡の規定を廃

止等。 

 

積立率 

一般事業  →３０％に引き下げ 

資源開発事業→４０％に引き下げ 

新開発地域での特定海外工事契約   

      →７％の積立てを認める  

昭和５３年度 ・特定法人の追加 

 

 

・対象資源の追加 

 

 

・使用済核燃料再処理事業債権の追加             

特定法人に使用済核燃料再処理事業法人を追

加。 

 

対象資源に水産動植物、飼料用穀物、並びに採

油に適する種子及び果実を追加。 

 

 

昭和５５年度 ・特定海外工事契約の規定を廃止        

昭和５８年度 ・使用済核燃料再処理事業債権を廃止。（「使

用済核燃料再処理準備金」（第５７条の３）

の新設） 

 

１８－７ 



 

年 度 改 正 等 備  考 

昭和５９年度 ・積立率の引き下げ 特定海外事業法人、特定投資事業法人の積立率

を１０％に引き下げ。 

(第５５条の２→特定海外債権 に対する海外投

資等損失準備金を追加。積立率１％、１年据置

後全額取消し） 

昭和６１年度 ・積立率の引き下げ 特定海外経済協力事業法人、特定海外経済協力

投資法人の積立率を２３％に引き下げ。 

平成 ２年度 ・積立率の引き上げ 植林事業の育苗までの期間の積立率を４０％か

ら１００％に引き上げ。 

平成１０年度 ・付随事業法人への出資も可能とする資源開発

投資法人の資格要件の変更 

 

・積立率の引き下げ 

開発段階の積立率を４０％から３０％に引き下

げ。 

平成１１年度 ・中小海投損及び経済協力海投損の廃止 （資源海投損は継続） 

平成１２年度 ・適用期限の延長（平成１４年３月３１日まで）  

平成１４年度 ・適用期限の延長（平成１６年３月３１日まで）  

平成１５年度 

 

・対象資源の削除 対象資源のうち水産動植物、採油に適する種子

及び果実（採取用種子等）を削除 

平成１６年度 

 

・対象探鉱事業の削除 植林事業のうち育苗段階（探鉱段階）までの事

業を削除 

平成１８年度 ・対象資源の削除 対象資源のうち蛍石を削除 

平成２０年度 ・適用期限の延長（平成２２年３月３１日まで）  

平成２２年度 ・対象資源の削除 

 

 

・積立率の引き下げ 

資源開発事業等の対象となる資源から石炭及

び木材を除外 

 

資源探鉱事業法人及び資源探鉱投資法人の積

立率を１００％から９０％に引き下げ。 

平成２４年度 ・適用期限の延長（平成２６年３月３１日まで）  

平成２６年度 ・適用期限の延長（平成２８年３月３１日まで） 

・対象株式等の削減 

対象株式等の範囲から債権及び購入資源株式

等を除外 

 

１８－８ 


